
３年度保険料の納付 保険料を納め忘れている人や納付が困難な人は、収納課へご相談ください　収納課　☎０６（６９０２）５９３５

市役所の時間外・日曜相談窓口（５月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー

８日㈰・29日㈰
午前９時～正午
20日㈮午後５時30分
～７時

業�務内容　マイナンバーカード
の交付・再交付、電子証明書
の発行・更新、暗証番号の再
設定・ロック解除、マイナン
バーに関する相談
※�混雑時には待ち時間が発生す
ることがあります。予めご了
承ください
相談・問合先　市民課
　☎０６(６９０２)５８２１

国民年金

29日㈰
午前10時～午後３時

持�ち物　基礎年金番号通知書ま
たはマイナンバーカードなど
※�離職した人、代理人の申請時
は別途必要書類あり
問合先　市民課
　☎０６(６９０２)６００５

市税、国民健康
保険料、後期高
齢者医療保険料
納付

持�ち物　運転免許証など本人確
認ができる物
相談・問合先　収納課
　☎０６(６９０２)５９３５

南部市民センター内サービスコーナーをご利用ください

取扱
内容

◦�平日…住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証
明書、戸籍謄本・抄本、戸籍附票の写し、印鑑の登録と廃
止、年金現況届の証明、住居表示証明書、身分に関する証
明、不在住証明書、課税（所得）証明書
◦�土・日曜日、祝日…住民票の写し、住民票記載事項証明書
印鑑登録証明書、年金現況届の証明、住居表示証明書
※�月曜日が祝日の場合は休館

問合先 南部市民センター　☎０７２(８８５)１１４１

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

納
税
通
知
書
は
４
月
下
旬
に
発
送

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
毎

年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

さ
れ
ま
す
。

◆
減
免
申
請

対
象　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

申
請
方
法　

５
月
31
日
㈫
ま
で
に
納

税
通
知
書
と
す
べ
て
の
納
付
書
、

身
元
確
認
書
類
、
個
人
番
号
確
認

書
類
を
持
参

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書
は
５
月
上
旬
に
発
送

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
毎
年

４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
ま
た
は
使

用
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２
日

以
降
に
名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続
き

を
し
て
も
、
そ
の
年
は
課
税
さ
れ
、

払
い
戻
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
減
免
申
請
は
５
月
31
日
㈫
ま
で

対
象　

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
な
ど
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人

※
詳
し
く
は
納
税
通
知
書
に
同
封
の

チ
ラ
シ
参
照

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
４

◆
新
型
コ
ロ
ナ
拡
大
防
止
の
た
め
、

お
問
い
合
わ
せ
は
な
る
べ
く
電
話

で
お
願
い
し
ま
す

◆
納
税
相
談
は
収
納
課
へ

問
合
先　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

納
付
済
通
知
書
の
廃
止

　

３
年
度
か
ら
口
座
振
替
の
人
に
一

斉
送
付
し
て
い
た
納
付
済
通
知
書
を

廃
止
し
ま
し
た
。
車
検
用
の
納
税
証

明
書
が
必
要
な
人
の
み
送
付
し
て
い

ま
す
。

◆
確
定
申
告
な
ど
で
納
付
済
額
の
情

報
が
必
要
な
人
へ

　

税
額
決
定
通
知
書
、
領
収
証
書
、

国
民
年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ

◆
国
民
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　

20
歳
～
59
歳
の
す
べ
て
の
人
は
国

民
年
金
へ
の
加
入
が
必
要
で
す
。

　

職
業
な
ど
に
よ
り
加
入
手
続
き
や

保
険
料
の
納
め
方
が
違
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
老
後
の
保
障
だ
け
で

な
く
、
障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
場

合
や
、
一
家
の
担
い
手
が
死
亡
し
た

場
合
な
ど
に
よ
り
本
人
や
家
族
の
生

活
を
支
え
る
制
度
で
す
。
必
ず
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。

◆
国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
い
が
困

難
な
時
は
免
除
申
請
を

　

国
民
年
金
保
険
料
に
未
納
期
間
が

あ
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
場
合
は
免

除
申
請
を
し
て
未
納
期
間
が
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

※
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
分

ま
で
申
請
可

申
請
に
必
要
な
物　

基
礎
年
金
番
号

通
知
書
（
年
金
手
帳
で
も
可
）
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
確
認
通
知
書
、
退
職
辞
令
な

ど
（
す
べ
て
写
し
可
）

※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委

任
状
と
本
人
確
認
書
類
が
必
要

申
請
方
法

　

申
請
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
申
請
書
は
市
民
課
窓
口
で
配
布
ま

た
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
請
・
問
合
先

　

〒
５
７
０
︲
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
︲
５
︲
５

　

守
口
年
金
事
務
所

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

◆
４
年
度
保
険
料
年
額
の
算
定

　

均
等
割
額
（
被
保
険
者
１
人
あ
た

り
５
万
４
４
６
１
円
）
＋
所
得
割
額

（
賦
課
の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
×

所
得
割
率
11
・
12
％
）

※
限
度
額
66
万
円

◆
均
等
割
額
の
軽
減

　

世
帯
内
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保

険
料
の
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

軽
減
判
定

　

４
月
１
日
時
点
の
世
帯
状
況
、
４

月
２
日
以
降
に
加
入
し
た
場
合
は

加
入
日
の
世
帯
状
況
で
判
定

◦
軽
減
判
定
時
の
総
所
得
金
額
等
に

は
専
従
者
控
除
、
譲
渡
所
得
の
特

別
控
除
に
係
る
部
分
の
税
法
上
の

規
定
は
不
適
用

◦
65
歳
以
上
で
公
的
年
金
等
控
除
額

の
控
除
を
受
け
た
人
は
、
公
的
年

金
等
の
所
得
金
額
か
ら
15
万
円
を

控
除
し
た
所
得
金
額
で
軽
減
を
判

定
◦
世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場
合

で
も
世
帯
主
所
得
が
軽
減
判
定
対

象
◦
転
入
な
ど
に
よ
り
所
得
金
額
が
不

明
の
場
合
は
均
等
割
額
を
保
険
料

と
し
て
決
定
。
前
住
所
地
な
ど
へ

の
照
会
で
所
得
金
額
が
わ
か
れ
ば

再
計
算
を
し
、
翌
月
以
降
に
保
険

料
を
変
更
す
る
場
合
あ
り

◆
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養

者
の
保
険
料
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
日
の
前
日
に
会
社
の
健
康
保
険
や

共
済
組
合
、
船
員
保
険
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
人
は
、
新
た
に
保
険
料
を
負

担
し
ま
す
。
当
面
の
間
、
所
得
割
額

は
賦
課
さ
れ
ず
、
資
格
取
得
後
２
年

間
は
均
等
割
額
の
５
割
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。
世
帯
の
所
得
に
応
じ
た
均
等

割
額
の
７
割
軽
減
に
該
当
す
る
人
は
、

７
割
軽
減
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
日
の
前
日
に
国
民
健
康
保
険
・

国
民
健
康
保
険
組
合
に
加
入
し
て

い
た
人
は
対
象
外

◆
軽
減
対
象
者
の
判
定
は
申
請
不
要

　

軽
減
対
象
者
の
判
定
は
、
大
阪
府

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
市
区

町
村
か
ら
提
供
さ
れ
た
所
得
情
報
に

基
づ
い
て
行
う
た
め
、
本
人
か
ら
の

申
請
は
不
要
で
す
。

※
所
得
情
報
が
な
い
場
合
は
健
康
保

険
課
へ
簡
易
申
告
な
ど
が
必
要

申
請
・
問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

５
月
の
取
替
工
事
予
定
地
区

　

本
町
、
殿
島
町
、
栄
町
、
本
町
、

小
路
町
、
堂
山
町

※
地
区
を
追
加
す
る
場
合
あ
り

※
不
在
で
も
取
り
替
え
る
場
合
あ
り

施
工
業
者　

㈱
星
和
管
工

　

千
石
西
町
15
︲
６

　

☎
０
７
２（
８
８
２
）９
２
１
５

費
用　

無
料

　

市
職
員
を
装
っ
た
訪
問
販
売
、
詐

欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
合
先

　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
２

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金

の
申
告
は
５
月
31
日
㈫
ま
で

　

新
た
に
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
区

域
の
土
地
所
有
者
ま
た
は
権
利
者
に

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
が
賦
課

さ
れ
ま
す
。
下
水
道
事
業
受
益
者
申

告
書
を
５
月
初
旬
に
土
地
の
所
有
者

に
送
付
し
ま
す
の
で
、
土
地
の
所
在

や
地
積
な
ど
を
確
認
し
、
期
限
ま
で

に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
負
担
金
の
決

定
通
知
書
と
納
付
書
は
９
月
上
旬
に

送
付
し
ま
す
。

賦
課
対
象
区
域

　

打
越
町
、
沖
町
、
北
島
町
、
桑
才

新
町
、
四
宮
６
丁
目
、
島
頭
２
丁

目
、
下
島
町
、
千
石
西
町
、
千
石

東
町
、
野
里
町
、
東
田
町
、
舟
田

町
、
三
ツ
島
３
丁
目
・
５
丁
目
、

柳
田
町
の
各
一
部

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

申
告
方
法

　

５
月
31
日
㈫
ま
で
に
申
告
書
を
郵

送
（
必
着
）
ま
た
は
持
参

提
出
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
０
０
５
３

　

泉
町
７
︲
23

　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）８
１
４
９

全
国
一
斉「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
人
権
相
談

　

門
真
地
区
人
権
擁
護
委
員
会
で
は

特
設
人
権
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。

と
き　

６
月
１
日
㈬
午
前
10
時
～
正

午
、
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

※
事
前
申
込
不
要

と
こ
ろ　

相
談
室
２

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

費
用　

無
料

相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

問
合
先　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

５
月
１
日
～
７
日
は「
憲
法
週
間
」

市
人
権
講
座「
と
も
に
生
き
る
」

　

５
月
３
日
の
「
憲
法
記
念
日
」
を

含
む
５
月
１
日
～
７
日
は
「
憲
法
週

間
」
で
す
。
全
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
啓

発
活
動
が
行
わ
れ
て
お
り
、
市
で
は

講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

５
月
20
日
㈮

　

午
後
２
時
30
分
～
４
時

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
容　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

権
の
現
在

講
師　

石い
し

橋ば
し

徹て
つ

也や

（
弁
護
士
）

費
用　

無
料

※
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
あ
り

申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
を
記
入

し
て
送
信

申
込
・
問
合
先　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）３
２
６
４

口
座
振
替
通
帳
で
確
認
で
き
ま
す
。

問
合
先　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

◆均等割額の軽減判定区分
軽減
割合

軽減後の均等割額
（年額）

同一世帯内の被保険者と
世帯主の総所得金額などの合計額

７割 １万6338円 基礎控除額（43万円）＋10万円×（給与所得者等
の数－１）を超えないとき

５割 ２万7230円
基礎控除額（43万円）＋28万5000円×（被保険者
数）＋10万円×（給与所得者等の数－１）を超え
ないとき

２割 ４万3568円
基礎控除額（43万円）＋52万円×（被保険者数）
＋10万円×（給与所得者等の数－１）を超えない
とき

※給与所得者等の条件など詳しくは問い合わせ

◆
門
真
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
様

　

英
語
力
向
上
の
推
進
の
た
め
、
英

語
教
材
お
よ
び
筆
記
用
具
を
寄
贈
い

た
だ
き
感
謝
い
た
し
ま
す
。

◆
北
お
お
さ
か
信
用
金
庫
様

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
の
た
め
、
多
額
の
寄
附
を
い
た
だ

き
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

保

険

税

金

年

金

上
下
水
道

人

権

寄
附
・
寄
贈

4広報かどま　令和４年（2022年）５月号


